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(57)【要約】
【課題】表示の視認性が良く、高級感のある入力装置を
提供する。
【解決手段】周辺固定接点とロータリエンコーダ用接点
を有するプリント配線板３２と、周辺可動接点４２ａと
、実装固定部３３ａと複数の腕部３３ｃを介して連結さ
れた軸受部３３ｂを有するハウジング３３と、環状操作
面３４ａと環状凹部３４ｂと筒状軸部３４ｃを有し、軸
部３４ｃが軸受部３３ｂに軸支され、周壁部３４ｇが周
辺可動接点４２ａ上に位置された回転体３４と、固定部
３７ａと複数の脚部３７ｂを介して連結された操作板部
３７ｃを有し、操作板部３７ｃが凹部３４ｂに位置され
、固定部３７ａがプリント配線板３２上に固定された操
作部材３７と、摺動子３６ａを有する接点部材３６とよ
りなる。操作面３４ａ及び操作板部３７ｃのいずれの押
圧操作によっても回転体３４が傾倒し、周辺可動接点４
２ａが押圧操作される。操作板部３７ｃには表示５１が
形成されている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多方向操作スイッチとロータリエンコーダとが一体化されてなる入力装置であって、
　円周上に配列形成された複数の周辺固定接点と、その円周の内側にその円周に沿って環
状に配列形成された複数のロータリエンコーダ用接点とを有するプリント配線板と、
　前記各周辺固定接点上に配置された周辺可動接点と、
　前記プリント配線板上に実装され、前記複数の周辺固定接点を囲む環状とされた実装固
定部と、その実装固定部内に位置し、前記実装固定部と複数の腕部を介して連結された環
状の軸受部とを有するハウジングと、
　環状をなす操作面と、その操作面の内側に設けられた環状の凹部と、その凹部の内周に
操作面と反対側に突設された筒状の軸部とを有し、その軸部が前記軸受部に軸支され、操
作面外周の周壁部が前記周辺可動接点上に位置された回転体と、
　固定部と、その固定部上に位置し、前記固定部と複数の脚部を介して連結された操作板
部とを有し、前記操作板部が前記凹部に位置され、固定部が前記軸部内を通って前記プリ
ント配線板上に搭載固定された操作部材と、
　前記軸部の先端に固定されて前記軸部を前記軸受部から抜け止めすると共に、前記ロー
タリエンコーダ用接点と摺接する摺動子を有する接点部材とよりなり、
　前記操作部材は前記脚部が弾性変形することによって傾倒動作可能とされ、その傾倒に
より前記操作板部が前記凹部を押す構造とされ、
　前記回転体は前記腕部が弾性変形することによって前記軸受部と共に傾倒動作可能とさ
れ、
　前記操作面の押圧操作及び前記操作板部の押圧操作のいずれによっても前記回転体が傾
倒し、その傾倒によって傾倒側の前記周辺可動接点が押圧操作される構造とされ、
　前記操作板部に表示が形成されていることを特徴とする入力装置。
【請求項２】
　請求項１記載の入力装置において、
　前記軸受部の外周に前記周辺可動接点を押圧する突起が形成され、その突起は前記周壁
部と前記周辺可動接点との間に挟まれていることを特徴とする入力装置。
【請求項３】
　請求項２記載の入力装置において、
　前記実装固定部に、その内周面上に突出されて下面が前記プリント配線板と対接する複
数の突出部が形成され、
　それら突出部の上面は前記周壁部と前記突起の当接面より下に位置されていることを特
徴とする入力装置。
【請求項４】
　請求項１記載の入力装置において、
　前記操作部材の中央に開口が形成されて、その開口にボタンが配置され、
　そのボタンによって押圧操作される中央スイッチが前記プリント配線板上に設けられて
いることを特徴とする入力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は多方向操作スイッチとロータリエンコーダとが一体化されてなる入力装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の入力装置は例えば携帯電話機やデジタルカメラ、携帯情報端末などの機器の入
力部に使用されている。特許文献１にはこのような入力装置の一構成が記載されており、
ロータリエンコーダを回転操作する回転体（エンコーダジョグ）が回転動作に加え、傾倒
動作も可能とされ、この回転体を傾倒させることにより傾倒側のスイッチ（周辺スイッチ
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）を押圧操作することができる構成となっている。
【０００３】
　このような回転体を有する入力装置において、誤操作を防止し、操作を容易とすべく、
操作内容や機能等を示す文字、記号、図形、絵柄等を表示することが考えられるが、回転
体にそのような表示を設けると、回転体の回転と共に表示も回転し、傾いたり、逆さにな
ったりしてしまうため、表示が見にくくなり、また例えば４方向に配置した４つの周辺ス
イッチに対応させて表示を設ける場合には回転体の回転により表示が所定の位置からずれ
てしまうことになる。
【０００４】
　一方、表示を回転体に設けるのではなく、入力装置が取り付けられる機器の筐体側に設
けるようにすれば、表示の回転やずれは発生しないが、この場合には筐体側に表示を設け
るためのスペースを確保する必要が生じる。
【０００５】
　これに対し、特許文献２には表示を有し、その表示が操作にかかわらず、常に一定位置
に位置するように構成された入力装置（多機能操作装置）が記載されている。図９はこの
特許文献２に記載されている入力装置の構成を示したものであり、図中、１１はボリュー
ムスイッチを示し、１２はボリュームスイッチ１１を操作するための回転体（ノブ）を示
す。
【０００６】
　この入力装置はオーディオ機器に使用されるものとなっており、ボリュームスイッチ１
１は固定側であるオーディオ機器本体１３に固定される操作装置本体１４と、この操作装
置本体１４から突出された操作軸１５を有している。操作軸１５には回転体１２が取り付
けられており、軸心を中心として回転可能とされ、また軸方向に沿って往復移動可能とさ
れている。
【０００７】
　即ち、回転体１２を回して操作軸１５を回転させることにより、ボリュームの調整を行
うことができ、回転体１２を押すことにより、その他の操作動作（ＯＮ／ＯＦＦ切り替え
等）を行うことができるものとなっている。
【０００８】
　回転体１２の一部には透視部１６が設けられ、この回転体１２と操作装置本体１４との
間に、表示部として表示板１７が設けられている。表示板１７はオーディオ機器本体１３
に固定されており、回転体１２を回転させても表示板１７は回転せず、表示板１７の表面
１７ａには回転体１２の操作内容を示す表示が設けられている。
【０００９】
　表示板１７の表示は回転体１２の透視部１６を透して見ることができ、よってこの例で
は表示板１７の表示を見ながら回転体１２の操作を行うことができ、また回転体１２を回
しても表示板１７の表示の位置は一定なので（動かないので）表示が見やすく、誤操作を
防止することができるものとなっている。
【特許文献１】特開２００７－６６６３５号公報
【特許文献２】特開２００４－１４６０９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上述した特許文献２に記載されているような構成を採用すれば、回転体１２の回転操作
にかかわらず、表示を常に一定位置に位置させることができる。しかしながら、表示は回
転体１２の操作面ではなく、回転体１２下に距離を隔てて位置する表示板１７に設けられ
ており、回転体１２の透視部１６を透して見る構成となっているため、視認性は決して良
いとは言えないものとなっていた。
【００１１】
　また、特許文献２には回転体が回転動作に加え、傾倒動作する入力装置において、図９
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と同様に表示板を設けた構成が記載されているが、回転体が傾倒操作されても表示は動か
ず、表示が動かないがゆえに、言い換えれば固定体に表示を設けている点でデザイン的に
高級感がないといった欠点があった。
【００１２】
　この発明の目的はこのような問題に鑑み、回転操作及び傾倒操作される入力装置におい
て、操作面に表示を設けることにより、視認性を向上させ、かつデザイン的にも高級感の
ある入力装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１の発明によれば、多方向操作スイッチとロータリエンコーダとが一体化されて
なる入力装置は、円周上に配列形成された複数の周辺固定接点と、その円周の内側にその
円周に沿って環状に配列形成された複数のロータリエンコーダ用接点とを有するプリント
配線板と、前記各周辺固定接点上に配置された周辺可動接点と、前記プリント配線板上に
実装され、前記複数の周辺固定接点を囲む環状とされた実装固定部と、その実装固定部内
に位置し、前記実装固定部と複数の腕部を介して連結された環状の軸受部とを有するハウ
ジングと、環状をなす操作面と、その操作面の内側に設けられた環状の凹部と、その凹部
の内周に操作面と反対側に突設された筒状の軸部とを有し、その軸部が前記軸受部に軸支
され、操作面外周の周壁部が周辺可動接点上に位置された回転体と、固定部と、その固定
部上に位置し、前記固定部と複数の脚部を介して連結された操作板部とを有し、前記操作
板部が前記凹部に位置され、固定部が前記軸部内を通って前記プリント配線板上に搭載固
定された操作部材と、前記軸部の先端に固定されて前記軸部を前記軸受部から抜け止めす
ると共に、前記ロータリエンコーダ用接点と摺接する摺動子を有する接点部材とよりなり
、前記操作部材は前記脚部が弾性変形することによって傾倒動作可能とされ、その傾倒に
より前記操作板部が前記凹部を押す構造とされ、前記回転体は前記腕部が弾性変形するこ
とによって前記軸受部と共に傾倒動作可能とされ、前記操作面の押圧操作及び前記操作板
部の押圧操作のいずれによっても前記回転体が傾倒し、その傾倒によって傾倒側の前記周
辺可動接点が押圧操作される構造とされ、前記操作板部に表示が形成されているものとさ
れる。
【００１４】
　請求項２の発明では請求項１の発明において、前記軸受部の外周に周辺可動接点を押圧
する突起が形成され、その突起は前記周壁部と周辺可動接点との間に挟まれているものと
される。
【００１５】
　請求項３の発明では請求項２の発明において、前記実装固定部に、その内周面上に突出
されて下面が前記プリント配線板と対接する複数の突出部が形成され、それら突出部の上
面は前記周壁部と前記突起の当接面より下に位置される。
【００１６】
　請求項４の発明では請求項１の発明において、前記操作部材の中央に開口が形成されて
、その開口にボタンが配置され、そのボタンによって押圧操作される中央スイッチが前記
プリント配線板上に設けられているものとされる。
【発明の効果】
【００１７】
　この発明によれば、表示は操作面に形成されるが、回転体の回転操作にかかわらず一定
位置に位置されるため、表示の視認性が良く、かつ表示が形成されている操作部材が傾倒
操作された際には表示が形成されている操作面も傾倒するため、デザイン的にも高級感の
ある入力装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
この発明の実施形態を図面を参照して実施例により説明する。
　図１及び２はこの発明による入力装置の一実施例の外観を示したものであり、図３はそ
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の断面構造を示したものである。また、図４及び５は一部省略して内部構造を示したもの
であり、図６及び７は各部に分解してそれぞれ上方及び下方より見た状態を示したもので
ある。まず、図６及び７を参照して各部の構成について説明する。
【００１９】
　この例では入力装置は金属プレート３１と、所定のパターンが形成され、かつその上面
にスイッチが構成されたフレキシブルプリント配線板３２と、ハウジング３３と、回転体
３４と、抜け止め部材３５と、接点部材３６と、操作部材３７と、ボタン３８とによって
構成されている。
【００２０】
　金属プレート３１は方形状をなし、その４隅にはこの入力装置の取り付け固定用の一対
の穴３１ａ及び位置決め用の穴３１ｂ，３１ｃが形成されている。また、各部の組み立て
に使用する穴３１ｄ～３１ｆが形成されている。
【００２１】
　フレキシブルプリント配線板３２は略円形部３２ａと、その略円形部３２ａから導出さ
れたケーブル部３２ｂとよりなる。略円形部３２ａの中央には中央スイッチ４１が構成さ
れ、この中央スイッチ４１を囲む円周上には周辺スイッチ４２が構成されている。周辺ス
イッチ４２はこの例では９０°間隔で４つ配列されている。これら周辺スイッチ４２が配
列されている円周と中央スイッチ４１との間にはロータリエンコーダ用接点４３が円周に
沿って環状に配列形成されている。図６中、点々を付した電極４３ａは例えばａ相電極を
示し、斜線を施した電極４３ｂはｂ相電極を示す。また、４３ｃはグランド電極を示す。
【００２２】
　中央スイッチ４１はこの例ではフレキシブルプリント配線板３２に形成された中央固定
接点と、その上に配置されたドーム状をなす中央可動接点４１ａ（図３参照）とよりなり
、この中央可動接点４１ａがクリック反転することによってＯＮ／ＯＦＦ動作するものと
される。同様に、周辺スイッチ４２はフレキシブルプリント配線板３２に形成された周辺
固定接点と、その上に配置されたドーム状をなす周辺可動接点４２ａ（図３参照）とより
なり、周辺可動接点４２ａがクリック反転することによってＯＮ／ＯＦＦ動作するものと
される。なお、中央可動接点４１ａ上には円形のカバーシート４４が被され、一方４つの
周辺可動接点４２ａ上にはリング状をなすカバーシート４５が被され、これらカバーシー
ト４４，４５によって中央可動接点４１ａ及び周辺可動接点４２ａはそれぞれ所定の位置
に位置決め固定されている。
【００２３】
　フレキシブルプリント配線板３２及びカバーシート４４，４５にはそれらを貫通してハ
ウジング３３取り付け用の４つの穴４６、操作部材３７取り付け用の２つの穴４７及び操
作部材３７位置決め用の穴４８が形成されており、上述した金属プレート３１に形成され
ている穴３１ｄ～３１ｆはこれら穴４６～４８とそれぞれ位置・大きさが一致されている
。
【００２４】
　ハウジング３３は環状をなし、４つの周辺スイッチ４２を囲む大きさの実装固定部３３
ａと、その実装固定部３３ａ内の中央に位置する環状の軸受部３３ｂと、それら実装固定
部３３ａと軸受部３３ｂとを連結する腕部３３ｃとを有している。腕部３３ｃは周方向に
延伸されて形成されており、この例では等角間隔で４つ設けられている。
【００２５】
　なお、実装固定部３３ａにはその下面側において内周面上に突出する板状の突出部３３
ｄが４つ形成され、さらにその突出部３３ｄに続いて実装固定部３３ａよりやや高さが高
い連結部３３ｅがそれぞれ形成されており、これら連結部３３ｅの上部側に各腕部３３ｃ
の一端側がそれぞれ連結されている。一方、各腕部３３ｃの他端側は軸受部３３ｂの外周
面に突出された突出部３３ｆの先端にそれぞれ連結されている。４つの突出部３３ｆの先
端下面側にはそれぞれ突起３３ｇがさらに突出形成されている。
【００２６】
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　軸受部３３ｂ及び４つの腕部３３ｃは厚さが小とされて実装固定部３３ａの下面より上
方に浮いて位置されており、軸受部３３ｂはいわゆるフローティング構造をなすものとさ
れている。４つの突起３３ｇはその上面が実装固定部３３ａの突出部３３ｄの上面より上
に位置され、下面は実装固定部３３ａの下面より上に位置されている。また、各突出部３
３ｄの下面にはボス３３ｈが形成されており、軸受部３３ｂの下面には幅狭の突条３３ｉ
が２本同心円をなして形成されている。
【００２７】
　回転体３４は環状をなす操作面３４ａと、その操作面３４ａの内側に設けられた環状の
凹部３４ｂと、その凹部３４ｂの内周に操作面３４ａと反対側に突設された筒状の軸部３
４ｃとを有する。軸部３４ｃは大径部３４ｄと小径部３４ｅとよりなり、先端側の小径部
３４ｅの先端面にはボス３４ｆが３つ形成されている。操作面３４ａの外周には周壁部３
４ｇが形成されており、周壁部３４ｇの外周下端側にはさらにフランジ部３４ｈが形成さ
れている。なお、操作面３４ａには放射状に多数の微小凸部３４ｉが形成されている。
【００２８】
　抜け止め部材３５はドーナツ板状をなし、回転体３４のボス３４ｆが挿通される３つの
穴３５ａが形成されている。
【００２９】
　接点部材３６はリング形状とされ、その周方向３箇所には摺動子３６ａが切り起こされ
て形成されている。また、抜け止め部材３５と同様、回転体のボス３４ｆが挿通される３
つの穴３６ｂが形成されている。
【００３０】
　操作部材３７は固定部３７ａと、その固定部３７ａ上に位置し、固定部３７ａと脚部３
７ｂを介して連結された操作板部３７ｃとを有する。図８はこの操作部材３７の詳細を示
したものである。
【００３１】
　固定部３７ａは互いに１８０°をなす位置が切り欠かれた円筒部３７ｄと、その円筒部
３７ｄ上に位置する円板部３７ｅとよりなり、円筒部３７ｄの下面には一対の組み立て用
のボス３７ｆが突出形成され、さらに小径の位置決め用のボス３７ｇが突出形成されてい
る。円板部３７ｅには円筒部３７ｄの切り欠き３７ｈが形成されている径方向に長手方向
が一致されて矩形状の穴３７ｉが形成され、その穴３７ｉの中央にはふくらみが形成され
て円形の穴３７ｊが構成されている。また、円板部３７ｅ上には穴３７ｊを囲むように一
対の円弧状をなす凸部３７ｋが形成されている。
【００３２】
　脚部３７ｂは円板部３７ｅの周縁上に突設された連結部３７ｍの上部側に一端が連結さ
れ、周方向に延伸されて形成されており、この例では互いに対向するように２つ設けられ
ている。各脚部３７ｂの他端側は操作板部３７ｃの下面に突設された一対の連結部３７ｎ
にそれぞれ連結されている。
【００３３】
　操作板部３７ｃは円形状をなし、その中央には開口３７ｐが形成されている。操作板部
３７ｃの上面は操作面３７ｑとされ、この操作面３７ｑに表示５１が形成されている。表
示５１はこの例では４つの周辺スイッチ４２に対応して設けられ、各周辺スイッチ４２の
機能を示すものとされており、この例では刻印状に形成されている。なお、操作板部３７
ｃの下面には放射状に４つの突起３７ｒが９０°間隔で形成されており、それらのうち、
２つは上述した一対の連結部３７ｎと位置が一致されている。
【００３４】
　ボタン３８は押圧操作面を構成する円板状部３８ａと、その下面中央に突出形成された
円柱状の押圧突起３８ｂと、その押圧突起３８ｂを挟むように下面に突出形成された一対
の係止片３８ｃとを有する。一対の係止片３８ｃの下端には互いに外向きに係止爪３８ｄ
が形成されている。
【００３５】
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　ハウジング３３、回転体３４、操作部材３７及びボタン３８は樹脂製とされ、抜け止め
部材３５は例えばステンレス板によって形成される。接点部材３６は例えばリン青銅板を
加工することによって形成され、その表面にはＡｕメッキが施されている。金属プレート
３１は例えばステンレス製とされる。なお、抜け止め部材３５は樹脂製としてもよい。
【００３６】
　各部の組み立ては以下のようにして行われる。
　中央スイッチ４１及び周辺スイッチ４２が形成されたフレキシブルプリント配線板３２
の略円形部３２ａを金属プレート３１上に搭載して固定する。この時、金属プレート３１
の各穴３１ｄ～３１ｆと、フレキシブルプリント配線板３２側の各穴４６～４８の位置が
一致される。
【００３７】
　ハウジング３３の軸受部３３ｂに上方から回転体３４の軸部３４ｃの先端側の小径部３
４ｅを挿入し、軸受部３３ｂの下側から抜け止め部材３５及び接点部材３６を回転体３４
に取り付ける。この取り付けは抜け止め部材３５及び接点部材３６の各３つの穴３５ａ，
３６ｂに回転体３４のボス３４ｆを挿入し、ボス３４ｆの先端を熱カシメすることによっ
て行われ、これにより回転体３４は抜け止め部材３５によって抜け止めされて軸受部３３
ｂに回転自在に軸支され、接点部材３６は回転体３４と一体に回転するものとなる。
【００３８】
　次に、回転体３４、抜け止め部材３５及び接点部材３６が取り付けられたハウジング３
３をフレキシブルプリント配線板３２上に実装する。ハウジング３３の取り付けは４つの
ボス３３ｈをそれぞれ穴４６，３１ｄに順次、挿入し、ボス３３ｈの先端を熱カシメする
ことによって行われる。
【００３９】
　次に、操作部材３７を取り付ける。操作部材３７の取り付けは固定部３７ａを回転体３
４の軸部３４ｃ内に通し、フレキシブルプリント配線板３２上に搭載固定することによっ
て行われる。この際、位置決め用のボス３７ｇが穴４８，３１ｆに挿入され、組み立て用
の２つのボス３７ｆが穴４７，３１ｅに挿入され、それらボス３７ｆの先端が熱カシメさ
れる。なお、操作板部３７ｃは回転体３４の凹部３４ｂに収容されて位置される。
【００４０】
　次に、ボタン３８を取り付ける。ボタン３８の取り付けは押圧突起３８ｂを操作部材３
７の穴３７ｊに挿通し、一対の係止片３８ｃの先端を穴３７ｉに挿入することによって行
われ、ボタン３８は一対の係止片３８ｃの先端の係止爪３８ｄが操作部材３７の円板部３
７ｅの下面に係止されて操作部材３７に取り付けられる。ボタン３８の円柱状部３８ａは
操作部材３７の開口３７ｐに位置され、その天面（押圧操作面）は操作部材３７の操作面
３７ｑより突出される。
【００４１】
　各周辺スイッチ４２の周辺可動接点４２ａ上には図３に示したようにハウジング３３の
突起３３ｇが当接して位置し、突起３３ｇの上面には回転体３４の周壁部３４ｇが当接し
て突起３３ｇは周壁部３４ｇと周辺可動接点４２ａとの間に挟まれた状態となる。同様に
、中央スイッチ４１の中央可動接点４１ａ上にはボタン３８の押圧突起３８ｂが当接して
位置する。接点部材３６の３つの摺動子３６ａは、その先端がロータリエンコーダ用接点
４３と接触され、これら摺動子３６ａとロータリエンコーダ用接点４３とでロータリエン
コーダが構成される。
【００４２】
　上記のような構成とされた入力装置では回転体３４の操作面３４ａの一部が押し込まれ
た場合、ハウジング３３の腕部３３ｃが弾性変形し、軸受部３３ｂが傾くことで回転体３
４の傾倒動作が可能とされている。そして、回転体３４の傾倒により傾倒側の突起３３ｇ
が回転体３４の周壁部３４ｇによって押され、この突起３３ｇによって対応する周辺スイ
ッチ４２の周辺可動接点４２ａが押圧操作されて、押圧操作された周辺スイッチ４２がＯ
Ｎとなる。
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【００４３】
　操作面３４ａへの押圧力を解除すると、周辺可動接点４２ａの復元力と腕部３３ｃの弾
性復元力によって回転体３４は元の位置に復帰し、周辺スイッチ４２はＯＦＦとなる。
【００４４】
　回転体３４が回転操作されると、回転体３４と共に接点部材３６が回転し、その摺動子
３６ａがロータリエンコーダ用接点４３と摺接してロータリエンコーダ用接点４３上を移
動する。この移動を電気的に検出することによって回転体３４の回転が検出される。
【００４５】
　一方、ボタン３８が押し込まれると、押圧突起３８ｂによって中央スイッチ４１の中央
可動接点４１ａが押圧操作されて中央スイッチ４１がＯＮとなる。押圧が解除されると、
中央可動接点４１ａの復元力によってボタン３８の押圧操作面は元の位置に復帰し、中央
スイッチ４１はＯＦＦとなる。
【００４６】
　上述したように、この例ではハウジング３３の腕部３３ｃが弾性変形し、軸受部３３ｂ
が傾くことで、回転体３４の傾倒操作が可能とされているため、軸受部３３ｂに軸支され
る回転体３４の軸部３４ｃ（小径部３４ｅ）と軸受部３３ｂとの間には余裕（隙間）は必
要ではなく、よってガタなく回転体３４の軸部３４ｃを軸支することができる。
【００４７】
　また、回転体３４はこのように軸支されると共に、押し下げられない状態では腕部３３
ｃの弾性力により水平に保持され、かつ突起３３ｇが周辺可動接点４２ａ上に当接して配
置されているため、回転操作時においてガタつくことはなく、またわずかな力で傾くとい
ったことは発生せず、よって安定に回転操作することができるものとなっている。
【００４８】
　なお、回転体３４に例えば過大な荷重が付加されて回転体３４が押し込まれても、この
例では回転体３４のフランジ部３４ｈがハウジング３３の実装固定部３３ａに形成されて
いる突出部３３ｄに突き当たるため、それ以上の変位が阻止され、よって接点部材３６や
周辺可動接点４２ａ等に過大なストレスが加わるのを防止することができる。
【００４９】
　一方、この例では表示５１が形成されている操作部材３７も脚部３７ｂが弾性変形する
ことによって傾倒動作可能とされている。操作部材３７は操作面３７ｑの一部が押し込ま
れると傾倒し、その傾倒により操作板部３７ｃの下面に形成されている突起３７ｒが回転
体３４の凹部３４ｂを押す。回転体３４はこの突起３７ｒの押圧により傾倒し、これによ
り傾倒側の周辺可動接点４２ａが押圧操作される。
【００５０】
　つまり、この例では回転体３４の操作面３４ａの押圧操作及び操作部材３７の操作板部
３７ｃの操作面３７ｑの押圧操作のいずれによっても回転体３４が傾倒し、その傾倒によ
って傾倒側の周辺可動接点４２ａが押圧され、周辺スイッチ４２が操作されるものとなっ
ている。
【００５１】
　表示５１は操作部材３７の操作面３７ｑに設けられているため、視認性が良く、かつ回
転体３４の回転操作にかかわらず、一定の位置に位置される。なお、操作部材３７を傾倒
操作した際には表示５１が形成されている操作面３７ｑも傾倒するため、デザイン的にも
高級感のあるものとなる。
【００５２】
　図３中、６１はこの入力装置がデジタルカメラ等の機器に取り付けられる場合の機器の
筐体を示したものであり、回転体３４は筐体６１に設けられている穴６２を介して外部に
突出される。このような実装において、回転体３４のフランジ部３４ｈの外径を筐体６１
の穴６２の径より大きくしておけば、例えば回転体３４の傾倒操作時に過大な荷重が付加
されたとしても、反対側のフランジ部３４ｈが筐体６１の内面に突き当たることによって
、回転体３４の傾倒操作側と反対側の過大な浮き上がりが阻止されるため、例えば腕部３
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【００５３】
　上述した例では入力装置は操作部材３７の開口３７ｐにボタン３８が配置され、そのボ
タン３８によって操作される中央スイッチ４１を具備するものとなっているが、用途に応
じてボタン３８、中央スイッチ４１のない構成とすることもできる。また、接点部材３６
とは別に抜け止め部材３５を具備するものとなっているが、抜け止め部材３５をなしとし
、接点部材３６が回転体３４の軸部３４ｃの先端に固定されて軸部３４ｃを軸受部３３ｂ
から抜け止めするものとしてもよい。
【００５４】
　さらに、各種接点、スイッチが形成されるプリント配線板として、フレキシブルプリン
ト配線板３２を使用し、金属プレート３１によってそれを搭載支持する構成を採用してい
るが、このような構成に替え、リジッドなプリント配線板を使用してもよい。
【００５５】
　さらに、ハウジング３３に周辺可動接点４２ａを押圧する突起３３ｇが一体形成されて
いるが、例えば周辺可動接点４２ａ上に突起３３ｇと同等の機能を有する小ブロック（小
片）を搭載固定するようにしてもよく、この場合はハウジング３３の突起３３ｇは不要と
なる。なお、周辺スイッチ４２及び中央スイッチ４１は上述した実施例ではプリント配線
板に形成された固定接点と、その固定接点上に配置されたドーム状可動接点とよりなるも
のとしているが、押圧（押し込み）操作されるものであれば他の形態のスイッチであって
もよい。
【００５６】
　なお、表示５１は上述した例では各周辺スイッチ４２の機能を示すものとしているが、
これに限らず、例えば操作内容等を示すものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】この発明による入力装置の一実施例を示す図、Ａは正面図、Ｂは側面図、Ｃは背
面図。
【図２】図１に示した入力装置の斜視図。
【図３】図１に示した入力装置の断面図。
【図４】図１に示した入力装置の一部省略した斜視図。
【図５】図１に示した入力装置の一部省略した斜視図。
【図６】図１に示した入力装置を分解して上方から見た斜視図。
【図７】図１に示した入力装置を分解して下方から見た斜視図。
【図８】操作部材の詳細を示す図。
【図９】入力装置の従来構成例を示す図、Ａは正面図、Ｂは断面図。
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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